
 
 

配偶者控除制度、最低賃金と既婚パート女性の労働供給 

 
宮昊君 

 
December, 2020 

 
Discussion Paper No.2021 

 
 

 

 

GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS 
 

KOBE UNIVERSITY 
 

 

 
 

ROKKO, KOBE, JAPAN 



1 

 

配偶者控除制度、最低賃金と既婚パート女性の労働供給 

 

宮昊君1 

 

要約 

本稿では日本の配偶者控除制度の下で，最低賃金が既婚パート女性の労働供給に与

える影響について検証する。データには，2016 年から 2018 年までの 3 年間の全国就

業実態パネル調査の個票データを使用する。最低賃金付近の労働者が多く，また労働

時間を柔軟に変更できると思われる時給制のパートを対象に，配偶者控除制度の影響

を受けない前年年収が 141 万円以上のシングル女性をコントロールグループとし，配

偶者控除制度の影響を受ける 141 万円未満の既婚女性をトリートメントグループとし

て，Difference in Difference in Differences (DDD)の手法を用いて推定する。その結果，

最低賃金が高くなると前年年収が 105 万円以下の既婚女性が有意に労働時間を減らし

ていることが分かった。つまり，最低賃金が高いと，配偶者控除を引き続き受けるた

めに，年収が 105 万円を超えないよう労働時間が調整されことが示唆された。この結

果は，最低賃金の上昇が労働時間に与える影響には，需要側の労働時間調整だけでな

く，供給側が労働時間を減らすという効果が含まれている可能性を裏付けるものであ

る。 
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1. はじめに 

 最低賃金制が労働市場に与える影響については，様々な国において研究の蓄積があ

る。分析の焦点としては，雇用者数への影響だけではなく，一人当たりの労働時間へ

の影響を分析する重要性も指摘されている(Hamermesh, 1993, p. 62)。特に最低賃金の

労働需要への短期的な影響を検証する際には，解雇のコストや他の生産要素との代替

がすぐには起こらないことから，一人当たりの労働時間の方が調整しやすいとされて

いる。最低賃金の労働時間への影響を検証した結果によると，労働時間が有意に減少

するという結果が見られない一方で(Dickens et.al., 1999; Zavodny, 2000; 4. Connolly 

and Gregory, 2002; Hyslop and Stillman, 2007; Allegretto et. Al., 2011; Dickens et.al., 2012) ，

イギリスの最低賃金影響を分析した Stephen et.al. (2003) や  Stewart and Swaffield 

(2008) や，アメリカの最低賃金の影響を分析した Neumark et.al. (2004b) や Neumark 

and Olena (2007) では，最低賃金の上昇が労働時間を減少させることが明らかにされ

ている。最近においても，最低賃金の労働時間への負の影響を報告する研究がいくつ

かある (Kaminska and Lewandowski, 2015; Wong, 2017) 。 

 日本において，最低賃金の労働時間への影響に注目する研究は以下のように 3 つが

ある。樋口・佐藤・小林(2011)は，2004 年から 2010 年までの「慶應義塾家計パネル調

査」(KHPS)の個人単位パネルデータを用いて，15 歳以上の男女の非正規労働者を対象

に，最低賃金が残業時間含む週平均労働時間の変化に与える影響を固定効果モデルで

検証している。その結果，統計的に有意な効果はないことが示されている。また，川

口・森(2013)は，2006 年から 2010 年の総務省統計局「労働力調査」と厚生労働省「賃

金構造基本統計調査」の地域レベルパネルデータ使用し，加重最小二乗法で 16 歳から

19 歳の男女の平均労働時間(超過労働時間含む)への最低賃金の影響を検証している。

その結果，当該グループの労働時間に対して統計的に有意な影響は観察されていない。

一方，明坂・伊藤・大竹(2017)は，1992 年から 5 年間隔の総務省統計局「就業構造基

本調査」の個票データを都道府県レベルに集計し，男女別に労働時間への影響を検証

したところ，特に女性の労働時間の減少が大きいことが分かった。  

以上の先行研究は，主に労働需要サイドに着目して最低賃金が労働時間に与える影

響を検証している。しかし，日本の場合，固有の税制度である配偶者控除制度が存在

するため，最低賃金に応じて労働供給側も労働時間を調整する可能性が大きいと考え
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られる。特に有配偶者のパート女性は，配偶者控除を引き続き受けられるように，最

低賃金の上昇に応じて自ら労働時間を減らすインセンティブが存在する。  

 日本の配偶者控除制度では，夫が納税者で，妻の年収が 103 万円(あるいは 141 万

円)以下の場合に，夫は配偶者(特別)控除を受けることができる。いわゆる 103 万円の

壁である。従来，この制度が有配偶女性の労働供給を阻害しているかどうかをめぐっ

て議論が行われている。誘導型の分析として，安部・大竹 (1995)，大石 (2003)や

Yokoyama(2018)は，配偶者(特別)控除制度が既婚女性の労働供給を抑制する効果があ

ることを指摘している。また，Akabayashi (2006)，高橋(2010)，Bessho and Hayashi(2014)

ならびに足立・金田(2016)は，構造推定を用いてシミュレーションした結果，配偶者控

除が廃止された場合には有配偶者の就業時間が増加するとの結果を報告している。つ

まり，日本においては，配偶者控除制度の下で既婚女性が労働供給を調整している。

したがって，最低賃金の労働時間への影響を検証する際には，労働需要サイドのみな

らず，一部の労働者が自ら労働供給を調整している側面にも注目する必要がある。特

に，パートは労働時間を調整しやすいため，この影響が大きいといえる。  

そこで本稿では，配偶者控除制度の下で，最低賃金がパートの既婚女性の労働時間

供給に影響しているかどうかについて検証する。本稿の貢献は，最低賃金が労働時間

に与える影響を，労働市場の需給両面から検証する点にある。分析結果によると，最

低賃金が高くなると前年年収が 105 万円以下の既婚女性が有意に労働時間を減らして

いることが分かった。つまり，最低賃金が高いと，配偶者控除を引き続き受けるため

に，年収が 105 万円を超えないよう労働時間が調整されることが示唆された。この結

果は，最低賃金の上昇が労働時間に与える影響には，需要側の労働時間調整だけでな

く，供給側が労働時間を減らすという効果が含まれている可能性を裏付けるものであ

る。 

 本稿の構成は以下の通りである。2 では最低賃金制度と配偶者控除制度の概要を描

写する。3 では，本稿で用いるデータを説明する。4 では，最低賃金の労働時間供給へ

の影響を検証するための実証モデルを構築する。5 では推定結果をまとめる。最後に，

6 で結論を述べる。 
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2.   制度的背景 

2.1. 最低賃金制度 

日本の最低賃金制度は 1959 年の最低賃金法を根拠としている。最低賃金法の規定

では，1957 年答申で示された(1)業者間協定に基づく最低賃金，(2)業者間協定を地域

的に拡張適用した最低賃金，(3)労働協約に基づく拡張適用の最低賃金，(4)審議会の調

査審議に基づく最低賃金の４つの方式が定められているが，その後の最低賃金は(1)と

(2)の方式，すなわち業者間協定方式が中心的であった。当時，労働組合は，労働者が

最低賃金の適用を受ける一方の当事者にとどまることに反対していた。1968 年の法改

正で，業者間協定方式が廃止され，審議会方式を中心とした決定方式が始まった。同

時に，産業別最低賃金が始まり，1975 年からは地域別最低賃金も設定されるようにな

った。最低賃金の決定は地方労働局長の諮問に基づいて審議し，適用対象も当該産業

のすべての労働者としていた。1978 年からは現行の中賃目安方式 ，すなわち，都道

府県ごとの地方最低賃金審議会で審議する地域別最低賃金の改訂にあたって中央最

低賃金審議会がその引き上げ額の目安を示す方式が導入され始めた。現行の最低賃金

には地域別最低賃金と産業別最低賃金がある。地域別最低賃金がすべての労働者に適

用されるのに対して，産業別最低賃金は特定の職種に適用されるため，本稿では，影

響が大きいとみられる地域別最低賃金に注目する。なお，最低賃金は毎年の 10 月に改

定額が適用される。 

その後，2007 年には，地域別最低賃金がすべての労働者の賃金の最低限を保証する

セーフティーネットとして十全に機能するようにするため，国内の地域ごとに決定す

ることを義務付けるほか，決定水準の見直し及び罰金の上限額の見直しが行われた。

内容としては，(1)地域における労働者の生計費に関して，生活保護に関わる施策との

整合性に配慮するというように決定基準を明確にしたこと，(2)地域別最低賃金の不払

いに関わる罰金額を上限 50 万円(改正前は 2 万円)に引き上げたことなどがある。ま

た，派遣労働者の増加等の雇用・就業形態の多様化への対応といった観点から，派遣

労働者には派遣先の最低賃金を適用(それまで派遣元今日の地域や派遣元産業の最低

賃金が適用)されることとなった。  

改正法が施行された 2008 年以降は，各地域のそれぞれの生活保護水準に合わせる

ように，中央最低賃金審議会がランク別で最低賃金額の目安を提示して，都道府県ご

との地方最低賃金審議会がそれに応じて最低賃金を設定している。地域別最低賃金時
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給額の毎年の引き上げ額は，法改正以前は 1 円あるいは 2 円であったものが，近年は

10 円～20 円以上と大きくなり，地域間の最低賃金の格差が拡大している。特に，地域

別最低賃金額の低い地域ほど，影響を受ける労働者の割合が高くなっている。  

 

2.2. 配偶者控除制度  

配偶者(特別)控除制度は，納税者が一定所得金額以下の配偶者を有する場合，その

納税者本人の税負担能力を減らすことを目的として設立された。日本では，夫が納税

者である場合が多く，本稿でも夫が納税者のケースに限る。日本の配偶者(特別)控除

制度の構造は図 1 に示す通りである。夫の年収に関わらず，その配偶者である妻の年

間給与収入が 103 万円を超えない場合に配偶者控除が適用され，夫の課税所得に 38 万

円の控除が適用される。妻の給与年収が 103 万円を超えた時点から，配偶者控除の適

用外となり，配偶者特別控除が適用される。配偶者特別控除は配偶者の収入に応じて

控除額が減少する消失控除である。妻の年収給与が 105 万円までの場合，夫に 38 万

円の特別控除が適用されるが，年間給与が 141 万円に達するまで特別控除が段階的に

減り，141 万円を超えた時点から配偶者特別控除がなくなる。  

 また，妻の年収が 103 万円以下の場合，所得税も免除されるだけではなく，勤め先

の企業によっては夫が配偶者手当を受け取れることがあり，この点でも 103 万円の壁

が生じるといわれる。よって，従来，パートで働く既婚女性は年収が 103 万円を超え

ないように就業時間を調整している可能性があると考えられてきた。現行の制度では，

配偶者(特別)控除額が減少し始める実質的な閾値は年収 105 万円である。そこで本稿

では，配偶者控除制度に注目して，最低賃金の上昇によって，パートで働く既婚女性

は年間給与収入が 105 万円を超えないように就業時間を調整しているかどうかを検証

する。 

 図 2 で示す通り，2007 年以降は最低賃金の上昇がそれまでと比べて大きくなってお

り，低賃金労働者の賃金もまた大きく上昇していると考えられる。また，最低賃金の

影響は最低賃金付近の労働者に止まらず，賃金分布の 30～40 パーセンタイル付近ま

での就業者の賃金上昇にも影響を及ぼしていることが明らかにされている

(Kambayashi, Kawaguchi and Yamada, 2013；川口, 2013)。従って，最低賃金の上昇は，

その影響を受けやすいパート労働者，特に配偶者控除制度の対象となる有配偶者の女

性パート労働者が雇用され続ける場合に，配偶者控除を引き続き受けるために所得効
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果が働き，105 万円を超えないよう自ら労働時間を調整するインセンティブが働くと

考えられる。 

日本において，最低賃金の労働需要への影響を検証する際には，こうした配偶者控

除制度が適用される労働者の供給行動の影響が混在している可能性がある。本稿では，

最低賃金の上昇とともに配偶者控除適用のグループは自らどれくらい労働時間を調

整しているかについて検証し，日本特有の税制度である配偶者控除制度の下で，最低

賃金が労働供給側に与える影響を明らかにする。  

 

3. データ 

本稿で使用するデータセットは「全国就業実態パネル調査(JPSED)」のミクロデータ

である。この調査はインターネットモニターを対象として，リクルートワークス研究

所が毎年実施しているパネル調査である。調査対象は全国の 15 歳以上の男女である。

総務省統計局の「労働力調査」のデータをもとに，母集団を反映するように性別，年

齢階層別，就業形態別，地域ブロック別，学歴別の割付をして回収している。調査時

期は毎年の 1 月である。サンプルサイズは約 5 万人であり，前年 1 年間の就業状態，

所得，生活実態などを調査している。  

本稿の主な分析対象は，時給制のパートタイムとして働いている有配偶者女性であ

る。JPSED は 2015 年から 2017 年までの 3 年間の就業状況を尋ねているため，同一個

人の 3 年間のパネルデータとして利用する。他の家計パネル調査と比べた本調査のメ

リットは，就業している既婚女性のサンプルが多い点である。また，パネルデータの

ため，同じ個人の前年の年収が分かることも本調査の特長である。  

JPSED の質問項目のうち，前年 12 月時点に就いている仕事の時給を時給(時給制の

場合)として，前年 12 月時点に就いている主な仕事の週平均労時間を労働時間として，

また前年 1 年間の主な仕事からの年収(賞与・ボーナス含む)を年間給与収入として利

用する。本調査の職業分類は日本標準職業分類に準じている。また，本調査では個人

の居住地域の情報が分かるため，最低賃金や失業率の情報は居住地域でマッチさせる。

地域別最低賃金のデータは厚生労働省「地域別最低賃金額改定状況」より，2014 年か

ら 2016 年の各年 10 月に改定された地域別最低賃金を用いる。年平均の失業率は総務

省統計局「労働力調査」の 2015 年から 2017 年のデータを用いる。  

次に，分析対象となるサンプルセレクションについて説明する。第 1 に，本稿では
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時給制の雇用者を分析対象とする。JPSED では，就業者に対して前年 12 月時点に就

いていた主な仕事における給与支払い方法について，月給制，週給制，日給制，時給

制と年俸制のいずれにあたるかを尋ねている。図 3 は，回答者のサンプルが多い月給

制，時給制や年俸制の者の時給と，各調査時点の地域別最低賃金との乖離額を計算し，

カーネル密度分布で表したものである。ここで，時給制以外の者の時給は，週労働時

間を利用して算出したものである。図 3 で示されるように，最低賃金との乖離は，時

給制が最も小さく，次に月給制，年給制となっている。このように，時給制の雇用者

は最低賃金との乖離が最も小さく，最低賃金の影響を受けやすいため，本稿では時給

制の雇用者を分析対象とする。  

第 2 に，パートタイム労働者を分析対象とする。日本では，正規労働者は労働時間

が非弾力的で自ら調整する余地が小さい一方，パートタイム労働者であれば比較的柔

軟に労働時間を調整しやすいためである。 

最後に，その他のサンプル制限として，生活保護受けていない，週労働時間が 100

時間以上のサンプルを除く。生活保護を受けているグループがいる場合，最低賃金に

反応して労働時間を調整する可能性があると考えられるため，配偶者控除制度の影響

が純粋ではなくなるためである。  

 

4.   実証分析 

4.1. 就業確率モデル  

 最低賃金が労働時間供給に与える影響を分析する場合，労働時間が観察される就業

サンプルのみになるため，サンプルセレクションバイアスが生じる。労働時間供給の

推定を行う前に，就業してないサンプルも入れて就業確率モデルを推定する。推定す

るプロビット・モデルは，次の(1)式の通りである。  

 

 

ただし，i は個人，j は都道府県，t は年を表す。被説明変数𝑑_𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡は個人の就業ダミ

ーを表し，就業している場合は１，就業していない場合は０を取る。𝑋𝑖𝑗𝑡は就業するか

どうかに影響する説明変数のベクトルで，潜在経験年数とその 2 乗項，既婚ダミー，

前年の非労働所得(対数)，前年の夫の年収(対数) ，親との同居ダミー，未就学児童数，

最低賃金を含む。未就学児童数は年齢が 6 歳未満の子供の数である。𝜃𝑗は都道府県ダ

Pr (𝑑_𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡= 1) = Φ(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑗𝑡′ + 𝜃𝑗 + 𝛿𝑡)  (1) 



8 

 

ミーで，𝛿𝑡は年ダミーを表す。主な変数の記述統計量は表１に示されている。  

 

4.2. 最低賃金の労働時間供給への影響  

 本節では，配偶者控除制度の下で，最低賃金が時給制で働く非正規の女性の労働時

間供給に与える影響を明らかにするために，以下の Difference in Difference in 

Differences (DDD)モデルを用いる。配偶者特別控除の潜在的な適用対象を想定してい

るため，既婚女性については，配偶者(特別)控除の適用条件を考慮して，夫の給与年

収が 1000 万円以下のサンプルに限定する。  

 

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑗𝑡𝛽
′ +∑ 𝛾𝑘𝐷𝑖𝑘𝑡−1

2
𝑘=1 + 𝛾3𝑀𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑𝑖 + 𝛾4𝑀𝑊𝑖𝑗𝑡 +𝑀𝑊𝑖𝑗𝑡 ×

∑ 𝜑𝑘𝐷𝑖𝑘𝑡−1
2
𝑘=1 +𝑀𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑𝑖 × ∑ 𝜀𝑘𝐷𝑖𝑘𝑡−1

2
𝑘=1 + 𝛾5𝑀𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑𝑖 ×𝑀𝑊𝑖𝑗𝑡 +𝑀𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑𝑖 ×𝑀𝑊𝑖𝑗𝑡 ×

∑ 𝜇𝑘𝐷𝑖𝑘𝑡−1
2
𝑘=1 + 𝜆𝑖̂ + 𝜃𝑗 + 𝛿𝑡 + 𝑢𝑖𝑗𝑡   (2) 

 

ここで，i は個人，j は都道府県，t は年を表す。𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑗𝑡は対数を取った女性の週平均

労働時間である。説明変数のうち，∑ 𝐷𝑖𝑘𝑡−1
2
𝑘=1 は 2 種の前年年収ダミーであり，それぞ

れ女性の前年の年収が 105 万円以下の場合，および 105～141 万円の間の場合は 1 を

取り，そうでない場合は 0 を取る。𝑀𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑𝑖は既婚ダミーを表し，結婚している場合

１を，結婚していない場合は０をとる。現行の配偶者控除制度では年収が 105 万円超

えると配偶者(特別)控除制度で得られる控除額が減少し始め，141 万円にかけて段階

的に減らされ，141 万円を超えた時点で控除が消滅する。よって，元々給与年収が 105

万円以下の既婚女性は 105～141 万円の間にいるグループより労働時間を調整し，控

除額を一定にするインセンティブが大きいことが予測される。𝑀𝑊𝑖𝑗𝑡は個人 i が住む地

域でのその年の最低賃金であり，対数を取る。既婚ダミー，前年年収 141 万円以下ダ

ミーならびに最低賃金の交差項のパラメーター𝜇𝑘により，最低賃金が配偶者控除適用

者である既婚女性の労働時間供給に与える効果を識別する。つまり，𝜇1と𝜇2が本稿の

関心のあるパラメーターである。前年年収が 141 万円以下の既婚女性は配偶者控除が

適用されているグループであり，彼女らが最低賃金の上昇に伴う賃金上昇に直面する

際に，どの程度労働時間を減らしているかを識別する。この他の既婚ダミーや年収ダ

ミーおよびそれぞれの交差項は，既婚女性固有の固定効果や，年収グループの固定効

果をコントロールするために用いている。  
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前述したとおり，最低賃金の上昇が労働時間の変化に与える影響には，需要側と供

給側の両方の効果が含まれる。まず供給側について考えると，シングル女性は前年の

年収が 141 万円以上のグループと比べて 141 万円以下の場合，最低賃金の上昇に伴う

賃金上昇に対して，所得効果より代替効果が働き，労働時間を減らさないと考えられ

る。ただ，シングルの場合でも所得税や社会保険料を払いたくない場合，あるいは親

の扶養に入っている場合には労働時間の調整をする可能性もあるが，配偶者控除制度

が適用されている訳ではないため，同制度が適用される既婚女性の方が労働時間を調

整する幅が大きいと考えられる。そのため，𝜇1と𝜇2は負のパラメーターが予想される。  

次に需要側から考える。先行研究が明らかにするように，最低賃金の上昇により企

業は労働者の労働時間を減らしコストを調整する可能性がある。既婚女性の場合，賃

金が最低賃金とは乖離していて直接の影響が小さいと思われる年収 141 万円以上のグ

ループと比べて，最低賃金の影響が大きいと思われる年収 141 万円以下のグループの

ほうが企業によって労働時間を減らされる可能性が高い。この効果を考慮するため，

シングル女性の年収ダミーとの交差項により，年収による異質性をコントロールする。

これは既婚女性とシングル女性は他の条件を一定として，労働力として同質であるこ

とを仮定している。よって，DDD モデルを用いることで，需要側の行動や年収グルー

プごとの固定効果の影響を取り除くことができ，最低賃金が配偶者控除制度の適用者

の労働時間供給に与える効果を識別する。  

その他のコントロール変数ベクトルである𝑋𝑖𝑗𝑡には，本人の年齢，親との同居ダミー，

前年の非労働所得，前年の夫の所得，職種ダミー，学歴と失業率を含む。高橋(2010)と

横山(2018)に従えば，非労働所得，夫の所得ならびに未就学児童数は，労働時間供給に

負の影響を及ぼすと予想される。𝜆𝑖̂は(1)式により推定された就業確率を用いて計算し

た逆ミルズ比である。これにより，サンプルセレクションバイアスの存在を確認する。

また，𝜃𝑗は都道府県ダミーで，𝛿𝑡は年ダミーを表す。𝑢𝑖𝑗𝑡は誤差項である。  

表 3 は，労働時間供給の分析に用いた既婚女性とシングル女性のサンプルの記述統

計量である。表 3－1 は既婚女性の記述統計量を，表 3－2 はシングル女性の記述統計

量を示す。表 3－3 は年収グループごとの既婚女性とシングル女性のサンプルサイズ

である。既婚女性と比べて，シングル女性の方が，平均的に労働時間が長く，時給や

非労働所得がやや高い。年齢のばらつきはほぼ同じである。既婚女性のサンプルサイ

ズは，シングル女性のサンプルのそれの約 1.5 倍であるが，それぞれの年収の内訳を
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見ると，既婚女性のサンプルでは前年年収が 105 万円以下のサンプルが圧倒的に多い

一方，シングル女性のサンプルでは，前年年収が 141 万円以上のサンプルが一番多く

の割合を占めている。図４は時給制の既婚パート女性の前年年収のヒストグラムであ

る。赤い基準線は左から 105，130，141 を示しており，105 万円にサンプルが集中し

ていることがわかる。一方，105－141 万円に分布の集中が見られない。この傾向は横

山(2018)の発見と同様である。図 5 は，既婚女性とシングル女性のそれぞれについて，

前年年収が 105 万円以下グループの当年の最低賃金と労働時間の相関関係を示す散布

図である。傾きはどちらも右下がりで，違いは小さいが，既婚女性の方の傾きが急な

ので，前年に配偶者控除が適用されたグループは，最低賃金に応じて労働時間を調整

している可能性が示唆される。  

 

5. 推定結果 

表 2 は，(1)式による就業確率モデルの推定結果である。潜在経験年数が長いほど，

就業確率が高まるがその効果が逓減することがわかる。夫の所得と非労働所得はどち

らも妻の就業確率に有意に負の影響を及ぼす。未就学児童数が多いほど，就業確率が

小さくなる。これらは横山(2018)などの先行研究とも整合的である。また未婚者に比

べて既婚者の就業確率が高い。ただし，親との同居ダミーと地域の最低賃金が就業確

率に与える影響は，統計的に有意ではない。   

表 4 は(2)式の推定結果である。本稿が注目している変数は，前年年収 105 万円以下

ダミー，あるいは 105－141 万円ダミーと既婚ダミーならびに最低賃金の 3 つの変数

の交差項の係数である。いずれの係数も負であるが，統計的に有意なのは前年年収が

105 万円以下の場合である。前年年収が 105 万円以下で，全額の配偶者控除を適用で

きる既婚女性は，コントロールグループと比べて今年の最低賃金が高いほど統計的に

有意に労働時間を減らしていることが示された。係数の値によれば，最低賃金が 1％

上昇すると，コントロールグループと比べて労働時間が 1.064％減少する。記述統計量

で示された最低賃金と週労働時間の平均値を用いて計算すると，平均的に最低賃金が

8 円増えると，週労働時間が 0.25 時間(15 分)減ることになる。さらに近年，最低賃金

額が毎年 20 円近く上昇しているという事実を当てはめると，配偶者控除が適用され

る既婚女性は，週労働時間を 30 分以上減らすという計算になる。 

この結果は，年ダミーや都道府県ダミー入れるかどうかに関わらず頑健である。配
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偶者控除制度の下，最低賃金の上昇に対して「105 万円の壁」が存在している一方，

「141 万円の壁」の影響は見られない。先に見たように，記述統計量における既婚女

性の年収分布からも 105～141 万円の範囲にサンプルの集中がみられないことは，こ

の結果の裏付けになるといえるだろう。  

その他の変数に目を移すと，逆ミルズ比が統計的に有意である。このことはサンプ

ルセレクションバイアスが存在することが示唆しており，就業確率の考慮が必要であ

ることがわかる。また，年齢が高いほど労働時間が減少する。学歴に関しては，高卒

者と比べて，中卒や，大学・大学院卒の労働時間が短い。また，先に見たように，非

労働所得は就業確率に有意に負の影響を及ぼしているが，労働時間に対しては統計的

に有意な影響が見られない。しかし，夫の給与年収は女性の労働時間を有意に減少さ

せることが明らかになった。  

以上の結果から，最低賃金の上昇に対して，元々配偶者控除受けている人は自ら労

働時間を調整していることがわかった。先行研究で示された最低賃金が労働時間に与

える影響の解釈には，需要側のみならず，このような供給側の行動が含まれている可

能性があることに注意しなければならない。  

 

6. 結論 

本稿では 2016 年から 2018 年の「全国就業実態パネル調査」の個人レベルのパネル

データを用いて，日本の特有の税制度である配偶者(特別)控除制度の下で，最低賃金

が女性の労働時間供給に与える影響を検証した。分析対象として，最低賃金との乖離

が小さく，労働時間を柔軟に調整できると思われる時給制で働くパート女性に注目し

た。分析の結果，サンプルセレクションバイアスを取り除くために就業確率モデルを

推定するのが有効であることが分かった。そのうえで，シングル女性の各年収グルー

プのサンプルをコントロールグループとし，需要側の要素と年収ごとの固定効果をコ

ントロールするために DDD を用いて，最低賃金が労働時間供給に与える影響を検証

した。その結果，最低賃金が上昇すると，前年年収が 105 万円以下の既婚女性が有意

に労働時間を減らしていることが分かった。つまり，最低賃金が高いと，配偶者控除

を引き続き受けるために，年収が 105 万円を超えないよう労働時間が調整されことが

示唆された。この結果は，最低賃金の上昇が労働時間に与える影響には，需要側の労

働時間調整だけでなく，供給側が労働時間を減らすという効果が含まれている可能性
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を裏付けるものである。 
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図 1. 現行の配偶者(特別)控除制度の構造 

出所: 財務省(2014b) 

 

 

 

図 2. 最低賃金(地域平均値:時給(円)) 

出所：厚生労働省『地域別最低賃金額改定状況』より筆者作成  
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図 3. 時給と最低賃金の乖離のカーネル密度分布  

出所：筆者作成 

 

 

注:赤い線は左から 105,130,141 をあらわす。   

図 4. 時給制のパート既婚女性の前年年収のヒストグラム  

出所：筆者作成 
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注：上はシングル女性，下は既婚女性のサンプルである。横軸は対数最低賃金で，縦軸は対数週労働時間

である。  

図 5. 105 万円以下グループの最低賃金と労働時間の散布図  
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注：プロビットモデルに使われる変数の記述統計である。  

表 1. 記述統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. 

潜在経験年数  17,458 27.683 12.493 

潜在経験年数の二乗  17,458 922.420 696.133 

既婚ダミー 17,458 0.642 0.480 

前年の夫の年収(円) 17,458 3408169 3620397 

前年の非労働所得(円) 17,458 299095.5 1287391 

親との同居ダミー  17,458 0.235 0.424 

未就学児童数  17,458 0.134 0.433 

最低賃金(時給:円) 17,458 807.957 72.848 
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潜在経験年数 
0.016*** 

(0.004)    

潜在経験年数の二乗  
-0.001*** 

(0.000)    

既婚ダミー 
2.310*** 

(0.291)    

夫の所得 
-0.206*** 

(0.019)    

非労働所得 
-0.052*** 

(0.002)    

親との同居ダミー  
-0.024    

(0.028)    

未就学児童数 
-0.359*** 

(0.028)    

最低賃金(対数) 
6.139    

(15.924)    

年ダミー YES 

都道府県ダミー  YES    

Constant -39.691    

 (106.181)    

Obs 17458    

Log pseudolikelihood          -9455.5379  

Pseudo R2                     0.1552 

注：括弧内は標準誤差 500 回の bootstrap を繰り返したロバスト標準誤差である。  

*** は p<0.01, **は  p<0.05,  *は p<0.1 である。  

 

表 2．女性の就業確率推定結果(プロビットモデル) 
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Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

週労働時間 1,311 25.06789 10.44217 1 80 

最低賃金 1,311 800.164 67.77505 693 932 

時給 1,311 1033.34 386.2541 600 6000 

前年年収(万円) 1,311 115.7941 76.83228 1 950 

前年非労働所得 1,311 59275.36 401249 0 6000000 

前年夫の年収 1,311 4728291 2017898 1030000 9980000 

年齢 1,311 48.83371 9.378054 22 75 

 

表 3-1. 既婚女性のサンプル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2. シングル女性のサンプル  

 

年収サンプル数 既婚 シングル 

141 万円以上 303 426 

105-141 万円 231 133 

105 万円以下 777 212 

Total 1,311 771 

 

表 3-3 女性年収ごとのサンプル数  

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

週労働時間 771 31.99611 11.11434 1 100 

最低賃金 771 808.9598 73.28682 693 932 

時給 771 1148.853 1120.784 680 30000 

前年年収(万円) 771 165.511 94.70881 1 1000 

前年非労働所得 771 163631.6 485059.1 0 3000000 

年齢 771 44.53178 12.82651 20 74 
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注：括弧内は標準誤差 500 回の bootstrap を繰り返したロバスト標準誤差である。  

*** は p<0.01, **は  p<0.05,  *は p<0.1 である。  

表 4. 最低賃金が労働時間供給への影響についての推定結果(OLS) 

 

0.110   0.075   0.032   0.420   

(0.172)   (0.182)   (1.287)   (14.194)   

3.716   4.820*  5.451*  5.453*  

(2.716)   (2.775)   (2.820)   (2.853)   

2.805   2.343   2.326   2.323   

(2.760)   (2.488)   (2.731)   (2.549)   

-1.453   -1.545   -0.991   -0.992   

(1.808)   (1.960)   (1.977)   (1.933)   

5.738*  4.660   4.431   4.433   

(3.343)   (3.626)   (3.415)   (3.590)   

6.412*  6.913** 6.952** 6.957** 

(3.389)   (3.104)   (3.402)   (3.225)   

-0.583   -0.748*  -0.840** -0.840** 

(0.407)   (0.416)   (0.422)   (0.427)   

-0.489   -0.419   -0.417   -0.416   

(0.412)   (0.372)   (0.408)   (0.380)   

0.336   0.343   0.271   0.271   

(0.265)   (0.286)   (0.295)   (0.288)   

-0.876*  -0.713   -0.681   -0.681   

(0.502)   (0.544)   (0.512)   (0.538)   

-0.983*  -1.058** -1.063** -1.064** 

(0.507)   (0.464)   (0.508)   (0.481)   

-0.003** -0.004*** -0.004*** -0.004***

(0.001)   (0.001)   (0.001)   (0.001)   

-0.149** -0.130** -0.139** -0.139** 

(0.061)   (0.062)   (0.062)   (0.063)   

-0.029   -0.010   -0.007   -0.007   

(0.028)   (0.029)   (0.029)   (0.029)   

-0.035   -0.037   -0.040   -0.040   

(0.023)   (0.024)   (0.026)   (0.025)   

-0.104*** -0.095*** -0.102*** -0.102***

(0.031)   (0.029)   (0.031)   (0.027)   

-0.188** -0.141*  -0.147   -0.147*  

(0.091)   (0.082)   (0.093)   (0.087)   

0.006   0.005   0.004   0.004   

(0.004)   (0.004)   (0.004)   (0.004)   

-0.044*  -0.042*  -0.047*  -0.047*  

(0.024)   (0.025)   (0.025)   (0.024)   

0.019   0.019   -0.084   -0.085   

(0.022)   (0.021)   (0.098)   (0.102)   

-0.295*** -0.250** -0.231*  -0.231*  

(0.108)   (0.097)    (0.120) (0.126)   

3.011*** 3.170*** 3.821   1.241   

(1.157)   (1.229)   (8.828)   (94.605)   

職種ダミー NO YES YES YES

都道府県ダミー NO NO YES YES

年ダミー NO NO NO YES

obs 2082   2082   2082   2082   

R_adjusted 0.321   0.334   0.339  0.338   

非労働所得

中卒

専門学校

高専短大

大学

大学院

前年年収105－141万円×最低賃金

前年年収105万円以下ダミー×最低賃金

既婚×最低賃金

前年年収105－141万円×既婚×最低賃金

前年年収105万円以下ダミー×既婚×最低賃金

年齢

最低賃金（対数）

前年年収105－141万円ダミー

前年年収105万円以下ダミー

既婚ダミー

前年年収105－141万円×既婚

前年年収105万円以下ダミー×既婚

夫の所得

失業率

逆ミルズ比

Constant
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